
様式第十一号（第十条の十関係） 

産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 

 

平成  年  月  日  

 い わ き 市 長 殿            ※法改正日前に提出する場合は 

                         平成 29 年 10 月 1日と記載してください。 

 

                  届出者  〒              

                   住  所               

                   氏  名                   印 

                    （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                   電話番号           

 

 平成  年  月  日付け第     号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の事

項について廃止・変更したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条の２第３項において

準用する同法第７条の２第３項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

 

 新 旧 

廃止した事業又は変

更した事項の内容（規

則第 10条の 10第１項

第２号に掲げる事項

を除く。） 

産業廃棄物の種類の追加 

・水銀使用製品産業廃棄物：含む・除く 

・水銀含有ばいじん等：含む・除く 

※含む・除くのうち、該当するものを記入

してください。 

 

変更した事項の内容（規則第 10条の 10第１項第２号に掲げる事項） 

 （変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更 

（ふりがな） 

名    称 
住        所 

 

 
 

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合

の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 本        籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住        所 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

廃止又は変更の理由 
法改正に伴い、許可証に水銀廃棄物の取扱について記載が必要なため。 

 

備考 

 １ この届出書は、廃止又は変更の日から 10日以内に提出すること。 

 ２ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と

記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 
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運搬容器等の写真 

 

運搬容器等の名称           用途          

 

※注意事項 

・容器等の全体が写るように撮影してください。 

・運搬容器等の名称欄は、例えば、蛍光ランプの場合は、○○専用の蛍光ランプ用のプラスチック容

器、水銀電池の場合は、小型金属箱などと記載し、その写真を添付してください。 

・用途欄は、取り扱う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等名を記載してください。同一

の容器で複数取り扱う場合は、まとめて用途欄に記載しても構いません。 

 

 

 

 

 

 撮影 平成  年  月  日 

 

 

運搬容器等の名称  用途  

 

 撮影 年 月 日 
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様式第二十三号（第十二条の十の二関係） ※処理業であり、産業廃棄物処理施設を有する場合は要提出 

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 

 

平成  年  月  日  

 

 い わ き 市 長  殿             ※法改正日前に提出する場合は 

                          平成 29 年 10 月 1 日と記載してください。 

                  届出者 

                   住  所                

                   氏  名                      印 

                    （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                   電話番号                

 

 産業廃棄物処理施設を軽微変更等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15条の２の６第３項

において準用する同法第９条第３項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 

産業廃棄物処理施設の設置の場所                  

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類                  

許 可 の 年 月 日 及 び 許 可 番 号     年  月  日       第    号 

変

更

の

内

容 

△ 軽 微 な 変 更 

産業廃棄物の種類の追加 

・水銀使用製品産業廃棄物：含む・除く 

・水銀含有ばいじん等：含む・除く 

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名の変更 

 

△規則第 12 条の 10 に掲げる事項の

変更（同条第６号関係を除く。） 

 

規則第 12条の 10第６号に掲げる事項 

 

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更 

（ふりがな） 

名    称 
住        所 

 

 
 

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合の

当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

生 年 月 日 本        籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住        所 

 
  

  

 
  

  

廃止若しくは休止又は再開の理由 
（廃止・休止・再開の別） 

 

廃止若しくは休止又は再開の年月日         年     月     日 

※ 事 務 処 理 欄  

備考 

 １ ※欄は記入しないこと。 

 ２ △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同欄にその記載事項のす

べてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 

 ３ 「規則第 12条の 10第６号に掲げる事項」の欄については、該当するすべての者を記載することと

し、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 

 ４ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。 

 

見本見本


